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○ 平 成 二 十 二 年 総 務 省 告 示 第 百 七 十 三 号 （ 二 〇 七 ・ 五 Ｍ
Ｈ
z

以 上 二 二 二 Ｍ
Ｈ
z

以 下 の 周 波 数 を 使 用 す る 特 定 基 地 局 の 開 設 に 関 す る 指 針 ）( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

  

別 表 第 一 開 設 計 画 に 記 載 す べ き 事 項 別 表 第 一 （ 同 上 ） 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 同 上 ） 

四 開 設 計 画 の 実 施 に 関 す る 能 力 及 び 体 制 に 関 す る 事 項 四 （ 同 上 ） 

１ 開 設 計 画 に 従 っ て 円 滑 に 当 該 特 定 基 地 局 を 整 備 す る た め の 能 力 に 関

す る 事 項 

１ （ 同 上 ） 

(一
)

～ (四
)

 （ 略 ） (一
)

～ (四
)

 （ 同 上 ） 

(五
)

 受 信 電 波 を 増 幅 す る 機 器 そ の 他 の 地 上 基 幹 放 送 （ 人 工 衛 星 の 無 線 局

以 外 の 無 線 局 に よ り 行 わ れ る テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を い う 。 以 下 こ の 号

に お い て 同 じ 。 ） の 受 信 設 備 に 作 用 す る こ と に よ り 発 生 す る 地 上 基 幹

放 送 の 受 信 障 害 （ 以 下 「 ブ ー ス タ ー 障 害 等 」 と い う 。 ） を 与 え る お そ

れ の あ る 世 帯 数 等 の 規 模 、 当 該 ブ ー ス タ ー 障 害 等 の 防 止 又 は 解 消 に

要 す る 費 用 の 見 通 し 、 当 該 費 用 の 負 担 に 関 す る 事 項 及 び そ れ ら の 根

拠 並 び に 当 該 ブ ー ス タ ー 障 害 等 を 防 止 し 、 又 は 解 消 す る た め の 方 法

そ の 他 の ブ ー ス タ ー 障 害 等 の 防 止 又 は 解 消 に 関 す る 取 組 の 実 績 及 び

今 後 の 計 画 

(五
)

 受 信 電 波 を 増 幅 す る 機 器 そ の 他 の 地 上 デ ジ タ ル 放 送 （ 人 工 衛 星 の 無

線 局 以 外 の 無 線 局 に よ り 行 わ れ る テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ デ ジ タ ル 放 送

に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 受 信 設 備 に 作 用 す

る こ と に よ り 発 生 す る 地 上 デ ジ タ ル 放 送 の 受 信 障 害 （ 以 下 「 ブ ー ス

タ ー 障 害 等 」 と い う 。 ） を 与 え る お そ れ の あ る 世 帯 数 等 の 規 模 、 当 該

ブ ー ス タ ー 障 害 等 の 防 止 又 は 解 消 に 要 す る 費 用 の 見 通 し 、 当 該 費 用

の 負 担 に 関 す る 事 項 及 び そ れ ら の 根 拠 並 び に 当 該 ブ ー ス タ ー 障 害 等

を 防 止 し 、 又 は 解 消 す る た め の 方 法 そ の 他 の ブ ー ス タ ー 障 害 等 の 防

止 又 は 解 消 に 関 す る 取 組 の 実 績 及 び 今 後 の 計 画 

(六
)

 （ 略 ） (六
)

 （ 同 上 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 同 上 ） 

五 ～ 七 （ 略 ） 五 ～ 七 （ 同 上 ） 

  

 


